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目次 

この資料は、原文の英語部分を和訳し、利用者向けに整理したものです。 

アプリ画面やボタン名は、実際の表示に合わせて英語表記を併記しています。 

本資料では、アプリ上の［TRAVEL］を「渡航申告」として説明します。 

 

 

最新情報のご確認について 

本ユーザーガイドの内容は、今後変更となる場合があります。 

ご利用前に、e-ATA ウェブサイトより最新情報をご確認くださいますようお願いいたします。 

   e-ATA ウェブサイト   https://carnet.jcaa.or.jp/eata/ 

 

 項目 内容 

1 はじめに ATA Carnet アプリとデスクトップ版アプリの概要 

2 アプリのダウンロード ATA Carnet アプリの入手方法 

3 アカウント登録とログイン アカウント登録方法・ログイン手順 

4 カルネデータのダウンロード カルネデータのダウンロード手順/共有されたデータのダウンロード手順 

5 TRAVEL（渡航申告）の作成 一時輸入国の選択、輸送手段、通関申告品目等の作成 

6 通関時の操作 QR コード提示と通関取引の確定 

7 バウチャーの共有 カルネ使用者への共有方法 

8 特殊な通関の場合の準備 分割通関:物品を一括ではなく、個数を分けて通関する場合の手続き 

9 ICC からのお知らせ アプリの更新情報 

重要:実際の通関手続きでは、各国税関の指示を優先してください。 

e-ATA 対応国であっても、紙カルネを必ず携帯してください。 
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1. はじめに 

ATA Carnet アプリは、カルネ利用者がスマートフォンにカルネ情報をダウンロードして保存し、 

通関時に必要な申告を行うためのアプリです。 

各国税関での手続状況や、通関取引の確定状況をリアルタイムで確認できます。 

パソコンで作業したい場合は、ATA Carnet デスクトップ版を利用できます。基本機能はモバイルアプリと

共通しており、複数の関係者がカルネを管理・共有する場合に便利です。 

 カルネの管理:チームメンバーや関係者とカルネを共有できます。 

 状況確認:カルネが国・地域を通関する際の状況を確認できます。 

 モバイルアプリとデスクトップ版は、同じアカウント情報でログインできます。 

注意:海外で申告内容を更新したり、取引確定通知を受け取ったりするには、インターネット接続が必要です。 

   渡航前に通信手段（データローミング、現地 SIM、eSIM、Wi-Fi 等）を確認してください。 

 

2. アプリのダウンロード 

ATA Carnet アプリは、App Store または Google Play ストアから無料でダウンロードできます。 

案内資料の QR コードからダウンロード画面にアクセスすることもできます。 

 

App Store 

 

Google Play  

QR コード 

 iPhone / iPad をご利用の場合:App Store で［ATA Carnet］を検索してください。 

 Android をご利用の場合:Google Play ストアで［ATA Carnet］を検索してください。 

 QR コードを利用する場合:資料に掲載されている QR コードを読み取り、画面の案内に従ってください。 
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3. アカウント登録とログイン 

 1. ATA Carnet アプリを開き、［LOGIN］（ログイン）をタップします。 

2. ブラウザ画面が開き、ログインまたはアカウント作成画面が表示されます。 

3. アカウントをお持ちの場合は、ユーザー名（メールアドレス）とパスワードを 

  入力してログインします。 

4. アカウントをお持ちでない場合は、画面の案内に従って新規作成し、 

［CREATE］（作成）をタップします。 

 

 

 

 

アカウント情報の入力 

 ［CREATE］（作成）を選択すると、プロフィール作成画面が表示されます。 

必要事項を選択・入力してください。 

登録区分:法人登録または個人登録を選択します。 

性別等:該当する項目を選択します。 

パスポート記載の名/姓:パスポートに記載されている名・姓を入力します。 

メールアドレス:登録に使用するメールアドレスを入力します。 

住所欄:住所はローマ字で入力し、Country（国）はプルダウンから選択します。 

Street1（町名番地） 

Postal code（郵便番号） 

City（市区町村） 

State（都道府県） 

Country（国） 

入力内容と利用規約を確認したうえで、［CREATE］（作成）をタップします。 
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4. カルネデータのダウンロード 

e-ATA 発給時に通知されたカルネ番号または ID と PIN コードを入力して、ATA Carnet アプリに 

カルネデータをダウンロードします。 

1. トップ画面で［Carnets］（カルネ一覧）をタップします。 

 

  

2. または、サイドメニューから［Carnets］（カルネ一覧）をタップします。 
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3. ［Carnets］（カルネ一覧）画面の右上にある［＋］タップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ［Carnet download］（カルネダウンロード）画面で、カルネ番号または 

ID と PIN コードを入力します。 

 

5. ［DOWNLOAD］（ダウンロード）をタップします。 

  

共有された渡航申告データをダウンロードする場合 

    

1. カルネ名義人から共有されたメッセージに記載されている URL をコピーします。 

 

 

2. ［sharing URL］（共有 URL）欄に URL を貼り付けます。 
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3. ［Download］（ダウンロード）をクリックします。 
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5. TRAVEL（渡航申告）の作成 

通関に使用する前に、対象のカルネで［TRAVEL］（渡航申告）を作成し、カルネを有効化する必要があり

ます。［TRAVEL］（渡航申告）では、移動元・移動先、申告品目などを登録し、通関時に必要な QR コー

ドを準備します。 

  

1. トップ画面で［Carnets］（カルネ一覧）をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 使用するカルネを選択します。 
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3. 渡航情報を入力して、［TRAVEL］（渡航申告）を作成します。 

 初めて TRAVEL を作成する場合は［PREPARE TRAVELS］（渡航申告）を 

 タップします。 

 作成済みの TRAVEL がある場合は、画面右上の［＋］をタップします。 

 

必要事項の入力 

4. 必要事項を入力してください。 

Give a nickname to your trip:［TRAVEL］に任意の名前を付けます。 

例:Commercial shoot 

Departure / Destination（出発国／目的地）:Departure は Japan、 

Destination は申請した一時輸入国を選択します。 

To location / city / event / use（使用場所・都市・イベント・用途）: 

物品を使用する場所や目的を入力します。 

Mode of transp.（輸送手段）: 

Air（航空便/航空輸送）、Sea（船便/海上輸送）、Land（陸送） 

Extra details（補足事項）:フライトナンバーなど、税関への追加説明や 

備考を入力します。 
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Declared items（申告品目）Packing detail（梱包の詳細） 

1. 右端の［＋］をタップし、総合物品表から今回申告する品目を選択します。 

2. 選択した品目番号は、［Select number of goods］欄に表示されます。 

3. ［SELECT ALL］（すべて選択）または［UNSELECT ALL］（すべて解除）

を使用できます。 

4. 選択が完了したら、画面左上の［←］をタップし、元の［Prepare travel］  

（渡航申告）画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         

 

TRAVEL の修正・削除:内容を修正する場合は［EDIT］（編集）をタップし、修正後に［SAVE］（保存）を

タップして保存します。税関へ申告する前であれば、［DELETE］（削除）をタップして［TRAVEL］ 

 

 

梱包の詳細を入力します。 

例:Packed in 2 cardboard boxes.（段ボール箱 2 箱に梱包） 

 

 

 

 

 

 

入力内容を確認し、［SAVE］（保存）をタップします。 
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6. 通関時の操作 

e-ATA 対応国では、ATA Carnet アプリを使用して、輸入（入国時）、再輸出（出国時）などの通関手続き

を行います。 

  

 1. トップ画面で［Carnets］（カルネ一覧）をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 使用する ATA カルネを選択します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（渡航申告）のデータを削除できます。 
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3. 該当する申告の QR コードアイコンをタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.画面を右にスワイプし、該当する［Transaction］（通関取引）を選択します。 

   

 

5. 利用規約および免責事項を確認し、同意する場合はチェックボックスをタップします。 

6. QR コードを税関職員に提示し、カルネと物品の確認を受けます。 

 

 

  

 

 

 

 

               

重要:日本での輸出通関・再輸入通関には［紙カルネ］を使用します。 

ATA Carnet アプリでは、一時輸入国での輸入通関・再輸出通関に関する通関取引コードを使用します。 
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注意:最新の取引が History(履歴）に反映されるまでに、数分かかる場合があります。 

1. 手続き完了後、通関取引が確定したことを知らせる通知がスマートフォンに 

 届き、アプリの通知タブにも表示されます。 

2. 通関取引履歴は、アプリ内の［History］（履歴）画面でも確認できます。 

   



14 

 

7. バウチャーの共有（Sharing a voucher） 

ATA Carnet アプリで渡航申告作成が完了した後、ATA カルネ名義人は、カルネ使用者へ 

バウチャーを共有できます。カルネ使用者は、共有されたバウチャーを使用して、税関に申告します。

バウチャーを共有する場合は、カルネ名義人が以下の手順に従って操作してください。 

  1. 共有する［TRAVEL］（渡航申告）が作成されているATAカルネを 

 選択します。 

2. 画面下部のメニューから［Travels］（渡航申告）タブをタップします。 

3. 共有する［TRAVEL］（渡航申告）の QR コードアイコンをタップ 

 します。 

4. 右にスワイプして、該当する［Transaction］（取引）画面へ移動します。 

5. 利用規約をよく読み、同意する場合は免責事項のチェックボックスを 

  タップします。 

6. 画面右上の共有アイコンをタップし、バウチャー共有に関する重要な 

 お知らせを確認します。確認後、希望する共有方法を選択します。 

 

7. カルネ使用者は、バウチャーの URL を受け取ります。 

バウチャーは、印刷画面で［PDF として保存］を選択するか、 

ATA Carnet アプリ、Apple Wallet、Google Wallet、または

「.pkpass」ファイルに対応したアプリにダウンロードすることで、 

オフラインでも確認できるよう保存できます。 
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8. 特殊な通関の場合の準備 

分割貨物など、通常とは異なる通関手続きが必要になる場合があります。 

状況に応じた渡航申告を作成し、必要な申告を行ってください。 

重要:すべての国の税関で分割貨物が認められるわけではありません。 

   分割貨物として通関を予定する場合は、事前に税関へ確認してください。 

分割通関への対応（Handling split consignments） 

カルネ物品表の物品を一括で通関せず、分割して通関する場合は、分割した貨物ごとに個別の［Travel 

declaration］（渡航申告）を作成します。 

1. ［Travels］タブで、新しい渡航申告を作成します。  

2. 総合物品表から、その分割貨物に含まれる品目のみを選択します。  

3. 内容を保存すると、その分割貨物に対応した取引 QR コードが作成されます。  

作成された QR コードを税関に提示すると、税関職員は、その分割貨物について申告された品目のみを確認でき

ます。 

注意:申告品目の選択誤りや、輸入通関時と再輸出通関時の品目番号に不一致がある場合、 

一時輸入した税関に「物品が再輸出されていない」と判断されます。 

その場合、輸入税等がカルネ名義人に請求されることとなるので、品目選択にはご注意ください。 

 

9. ICC からのお知らせ 

ICC からのアプリに関する更新情報は、ATA Carnet アプリの［Notifications］（通知）に表示されます。 
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